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平
成
十
五
年
の
む
つ
市
、
下
北

郡
内
の
火
災
件
数
は
三
十
三
件
で
、

平
成
十
六
年
は
九
月
三
十
日
現
在

で
三
十
四
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
半
数
以
上
が
住
宅
火
災
で
す
。

こ
の
よ
う
な
火
災
か
ら
我
が
家

を
、
そ
し
て
大
切
な
命
を
守
る
た

め
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

消
防
本
部
で
は
、
住
民
の
防
火
意

識
の
高
揚
と
民
間
防
火
組
織
の
拡

大
及
び
高
齢
者
等
の
災
害
弱
者
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り

の
推
進
を
目
的
と
し
た

青
森
県

防
火
の
集
い
下
北
大
会

を
下
記

に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

こ
の
大
会
は
、
県
内
の
婦
人
防

火
ク
ラ
ブ
及
び
幼
年
・
少
年
消
防

ク
ラ
ブ
を
中
心
に
防
火
関
係
者
が

一
堂
に
会
し
て
防
火
を
誓
い
合
い

防
火
は
家
庭
か
ら

を
合
言
葉

に
実
施
さ
れ
ま
す
。

住
民
の
皆
様
に
は
ご
近
所
お
誘

い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

一

開
催
日
時

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

（
木
）
午
前
十
時

二

開
催
場
所

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
十
番
一
号

下
北
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

三

内

容

第
一
部

式
典

第
二
部

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン（
防
火
演
技
）

・
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ

和
太
鼓
、
マ
ー
チ
ン
グ

・
少
年
消
防
ク
ラ
ブ

神
楽

・
婦
人
消
防
ク
ラ
ブ

流
し
踊
り

等

当
署
、
易
国
間
森
林
事
務
所
の

新
築
に
伴
い
、
完
成
す
る
ま
で
の

間
、
左
記
の
場
所
へ
仮
事
務
所
を

設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

仮
事
務
所
の
場
所

大
間
町
大
字
大
間
字
冷
水

大
間
上
級
森
林
事
務
所
内

電
話
・

仮
事
務
所
の
期
間
（
予
定
）

自

平
成

年

月

日

至

平
成

年

月

日

国
民
健
康
保
険
法
で
は
、
災
害

な
ど
の
特
別
な
事
情
が
な
い
の
に

保
険
税
を
一
年
間
滞
納
す
る
と
、

保
険
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
、
被
保
険
者
資

格
証
明
書

を
交
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
で
お
医
者

さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
い
っ
た

ん
医
療
費
の
全
額
を
自
己
負
担
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
税
は
、
国
保
を
支
え
る
大

切
な
財
源
で
す
。
必
ず
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
証
は
十
月
一
日
か
ら
新
し

く
な
り
ま
し
た
。

納
付
に
関
す
る
ご
相
談
は
、
風

間
浦
村
役
場
の
国
保
係
へ
。

青
森
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

青
森
県
最
低
賃
金
は
、
十
月
一

日
か
ら
時
間
額
で
六

六
円
に
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

最
低
賃
金
制
度
は
、

最
低
賃

金
法

に
基
づ
き
国
が
賃
金
の
最

低
限
度
を
定
め
、
使
用
者
は
最
低

賃
金
よ
り
低
い
賃
金
で
労
働
者
を

働
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
た

本年 月 日から 日までは 第 回人権週間 です。
昭和 年 月 日第 回国際連合総会で世界人権宣
言が採択されて以来、国連ではこれを記念し、毎年
月 日を 人権デー と定め、各国では基本的人権尊
重の精神を徹底させるための記念行事が行われます。
わが国では、人権デー を最終日とする一週間を 人

権週間 と定めていますが、青森地方法務局と青森県
人権擁護委員連合会では次の強調事項を掲げ、県民の
皆さんに人権尊重思想の大切さを呼びかけています。

平成 年度啓発活動重点目標
育てよう 一人一人の 人権意識
身近なことから人権を考えてみませんか

女性の地位を高めよう
子どもの人権を守ろう
高齢者を大切にする心を育てよう
障害のある人の完全参加と平等を実現しよう
部落差別をなくそう
アイヌの人々に対する理解を深めよう
外国人の人権を尊重しよう

感染者やハンセン病患者等に対する偏見

をなくそう
刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
性的指向を理由とする差別をなくそう
ホームレスに対する偏見をなくそう
性同一性障害を理由とする差別をなくそう

人権週間 にあたり、私たち一人ひとりが人権につ
いて考え、明るく豊かな社会をつくりましょう。
なお、毎日の生活の中で、お困りのときは、青森地方

法務局むつ支局（むつ市金谷二丁目 の
）、または、お近くの人権擁護委員に御相談ください。

相談は無料で、秘密は厳守します。
風間浦村の人権擁護委員は次の方々です。
人権擁護委員 成 田 昭 信
人権擁護委員 蛸 嶋 八重子
人権擁護委員 佐 賀 勇 一

と き 平成 年 月 日 午前 時 午後 時

と こ ろ 風間浦村中央公民館

相談担当者 人権擁護委員


